
 少量危険物の規制について（指定数量の５分の１以上指定数量未満）
指定数量の倍数が0.2以上1未満（指定数量の５分の１以上指定数量未満）の危険物を貯蔵・取扱いする場
合は、富津市火災予防条例(第３０・３１条関係)で定める技術上の基準によることとされています。
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少量危険物を（屋外タンク）貯蔵する場合の例

00
（3）屋外貯蔵タンクの場合（例）

□ 通気管（通気口）
引火点40℃未満の危険物を貯蔵
する場合は引火防止網を設置

□ タンク板厚
タンク容量に応じ、下表に掲げる厚
さの鋼板又はこれと同等以上の機械
的性質を有する材料とする

□ 消火器

□ 標識・掲示板

□ 注入口
（弁又はふたを設置）

□ 開閉弁
タンク直近の容易に操
作できる位置に設置

□ 液面計
（見やすい位置に設置）

□ 可とう配管
地震等により配管とタン
クとの結合部に損傷を与
えないよう設置

□ 流出防止措置（防油堤）
鉄筋コンクリート又は鋼板、ステ
ンレス等の金属製で、タンクの最
大容量以上を収納できる量

（空地）

（空地）

□ 錆止め措置
（タンク外面）

□ 貯蔵・取扱い場所の周囲に空地を設ける
（タンク周囲に下表に掲げる空地の幅を確保）

□ タンク底板の腐食防止措置
地盤面に接して設ける場合
に講ずる


